
 

 
 
 
 
 
 

１．趣旨 

森林や樹木が大切であることや、森や自然を守り育てる思いなどを表現するポスター原画の

作製をとおして、児童・生徒の森林づくりや緑化に対する意識を醸成します。 
 

２．募集するポスター原画（作成上の注意） 

(１) 図柄は創作によるものとし、見る人に、森林づくりや緑化、特に木を植えること、森や樹

木を守ること、自然環境を守ることなどの大切さが伝わるような作品としてください。 

(２) 画材はクレヨン、パステル、アクリル、水彩用絵の具のいずれかとします。他の絵を汚す

おそれがあるので、油絵の具等は用いないでください。 

※貼り絵も可能です。貼り絵の場合には、確認用の原画カラー写真（サイズは原画の２分

の１以上）を添付してください。 

(３) 使用する用紙は画用紙（ケント紙を含みます）または紙製ボードで、大きさはＢ３判（縦

51ｃｍ、横36ｃｍ）を原則｛ただし、特別の理由があれば、四つ切（縦54.5ｃｍ、横

39.4ｃｍ）でも可｝とし、縦画（たて長）に使ってください。なお、パネルは用いないで

ください。 

(４) 作品には、標語などの文字を入れないでください。 

(５) 作品の裏面には、必ず応募票を貼付してください。応募票には、画題･都道府県名･学校所

在地（郵便番号及び電話番号を付記）･学校名･学年･名前及びふりがなを記入し、制作の

意図を簡潔に記載してください。 

 

３．応募資格 

県内の小学校、中学校、高等学校の児童生徒（１人１作品とします。） 

 

４．提出先 

事務所名  住所及び電話番号  対象市町  

三重県農林水産部 

みどり共生推進課 

〒514-8570 三重県津市広明町13番地 

電話：059-224-2513 

県内すべての市町 

四日市農林事務所  

森林・林業室 

〒510-8511 三重県四日市市新正4-21-5  

電話：059-352-0655  

四日市市, 桑名市, 鈴鹿市 

亀山市, いなべ市, 木曽岬町  

東員町, 菰野町, 朝日町, 川越町  

津農林水産事務所  

森林・林業室 

〒514-8567 三重県津市桜橋3-446-34  

電話：059-223-5091  

津市  

松阪農林事務所  

森林・林業室 

〒515-0011 三重県松阪市高町138  

電話：0598-50-0568  

松阪市, 多気町, 明和町, 大台町  

伊勢農林水産事務所  

森林・林業室 

〒516-8566 三重県伊勢市勢田町628-2  

電話：0596-27-5265  

伊勢市, 鳥羽市, 志摩市, 玉城町  

度会町, 大紀町, 南伊勢町  

伊賀農林事務所  

森林・林業室あて  

〒518-8533 三重県伊賀市四十九町2802  

電話：0595-24-8142  

伊賀市, 名張市  

尾鷲農林水産事務所  

森林・林業室あて  

〒519-3695 三重県尾鷲市坂場西町1-1  

電話：0597-23-3504  

尾鷲市, 紀北町  

熊野農林事務所  

森林・林業室あて  

〒519-4393 三重県熊野市井戸町371  

電話：0597-89-6134  

熊野市, 御浜町, 紀宝町  

令和６年度 みえの森づくりポスターコンクール 
（国土緑化運動・育樹運動ポスター原画） 

募集要領 

学校単位応募用 



 

５．提出期限 

  令和６年９月５日(木)（前頁提出先必着）とします。 

 

６．審査及び表彰 

(１) 提出された作品は、審査会で審査し、小学校、中学校、高等学校別に特選１点以内、準特

選２点以内及び入選若干を選定します。 

(２) 審査は三重県農林水産部が委嘱する委員が行います。 

(３) 審査結果は、関係する学校長に通知するとともに、三重県のホームページで公表します。 

(４) 特選･準特選･入選者に下記の賞を授与し、副賞を贈呈します。また、応募者全員に参加賞

を贈呈します。 

特選 三重県知事賞 

準特選 三重県教育委員会教育長賞 

入選 三重県緑化推進協会会長賞 

(５) 特選及び準特選の作品は、公益社団法人国土緑化推進機構が主催する「令和７年用国土緑化運

動・育樹運動ポスター原画コンクール」に本県代表として提出します。 

(６) 10月5日（土）に三重県主催で開催する「森林フェスタ」において、表彰式を行う予定です。 

 

7．その他 

(１) 入賞作品の著作権は三重県及び三重県緑化推進協会に帰属するものとします。 

応募をもって応募作品、応募者の名前、学校、学年などが県ホームページ等で公表される

ことについてご了承いただいたものと扱います。 

(２) 入賞作品は、返却いたしません。それ以外の作品についても、原則返却はしませんが、ど

うしても返却を希望される学校については、提出先において、令和６年1１月中旬から１

カ月程度、作品を保管します。応募者一覧表に返却希望の有無を記載のうえ、各学校の代

表者（教諭・事務職員等）が受け取りに行ってください。（後日通知文にてお知らせしま

す保管期間を過ぎますと、作品を処分させていただく場合がございますことをご了承くだ

さい。） 

(３) 入賞作品を三重県及び三重県緑化推進協会が発行する印刷物等に使用することがあります。 

(４) 国土緑化推進機構における入賞作品の著作権は、同機構に帰属するものとなります。 

(５) 国土緑化推進機構における入賞作品のうち、とくに優秀なものは国土緑化運動･育樹運動ポ

スター原画に採用されます。また、その他国土緑化運動推進を図るための用途で使用され

ることがあります。 

(６) 国土緑化運動･育樹運動用ポスター原画に採用された作品は、必要に応じ修正が加わること

があります。 

(７) 応募学校は必ず添付の様式による応募者一覧表を添付してください。 

 

 

【 主 催 】 三重県 、公益社団法人三重県緑化推進協会   
【 後 援 】 三重県教育委員会 

【 連絡先 】 〒 514-8570 津市広明町13番地  
三重県 農林水産部 みどり共生推進課 

[ 電話番号  059(224)2513 /  F A X番号  059(224)2070 ] 
ホームページ 



【応募者一覧表】 

 
（ふりがな） 

 

 

学 校 名 

 

(いずれかに○) 

高等学校 

中学校 

小学校 

学校所在地 

〒□□□―□□□□ 

 

 

 

担 

 

当 

(担当教諭名) 

 

 

電話番号 

FAX番号 

 学年 名 前  及び  ふりがな  画        題 

返却希望

の 

有無 

１ 年    

２ 年    

３ 年    

４ 年    

５ 年    

６ 年    

７ 年    

８ 年    

９ 年    

10 年    

11 年    

12 年    

13 年    

14 年    

15 年    

16 年    

17 年    

18 年    

19 年    

20 年    

[※注] 必ず学校控(コピー)を保管してください。 


